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自主施工工事実施要領（試行案）

１ 目 的

工事の品質確保と事業実施の一層の効率化を図る観点から、ISO9001認証を取得

している受注者の品質マネジメントシステムを活用した試行工事を行う。

２ 適用範囲

特記仕様書に自主施工工事の対象であることが明記された工事で、以下の要件を

すべて満足し、かつ受注者が希望する工事を対象とする。

（１）提出資料

① 申請書[自主施工工事様式－2]

② ISO9001の認証取得を示す登録証の写し

③ ISO9001の審査に係る次の書類

イ．直近の審査報告書（初回審査、定期審査又は更新審査のいずれかを対象として審査登録機

関が発行したものに限る。）の写し

ロ．イの審査に係る合格判定結果の写し

④ 申請に係る工事を担当する内部組織が、ISO9001認証を取得していることを示す書類

⑤ ISO9001認証の範囲が工事の内容に一致していることを示す書類

ただし、②でその内容が確認できる場合は④、⑤は提出しなくてよい。

⑥ 内部監査※１チームリーダーが、(財)日本適合性認証協会(ＪＡＢ)の認定を受けている審査員

養成機関が実施する内部品質監査員養成研修又はそれと同等の研修を修了していることを示す

修了証の写し

⑦ 内部監査チームリーダーが、以下の要件をすべて満足することを証明する経歴証明書の写し

[自主施工工事様式－４]

イ．１０年以上の現場経験を有する。

ロ．以下の資格の少なくとも１つ以上を有する。

※ただし、工種に応じた資格であること。

（イ）技術士

（ロ）１級土木施工管理技士

（ハ）１級造園施工管理技士

ハ．内部監査員としての経験を有すること。

※１ 内部監査：ISO認証取得企業の行う品質管理活動及びそれに関連する結果が計画に合している

かどうか、並びにこれらの計画が有効に実施され、目標達成のために適切なもの

であるかを判定するために行う独立的な内部監査のこと。
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⑧ 当該工事における監視・測定（検査）の結果を確認して承認する承認者（検査承認者）が、

以下の資格のいずれかを有していることを証する写し。ただし、工種に応じた資格であること。

・技術士 ・１級又は２級土木施工管理技士 ・１級又は２級造園施工管理技士

（２）受注者が県の請負業者有資格者名簿に登載されたもの（以下、「有資格者」という。）のうち指

名基準表の等級A及びBに格付けされた有資格者である工事。

ただし、造林業者有資格者名簿（石川県農林水産部森林管理課）に基づく工事は、自主施工工

事の試行対象とはしない。

（３）自主施工工事の試行対象工事は、農林水産部出先機関等で発注する単年度工事の中から

農業農村整備事業、森林整備保全事業及び漁場関係事業に係る工事等とする。

ただし、新工法を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある工事は、

工事の適切・確実な履行を確保する観点から自主施工工事の試行対象とはしない。（石川県土木

工事監督要綱の監督技術基準の取扱いについて参照）

３ 承認の通知

承認については、申請書の内容を確認のうえ、申請日から１４日以内に申請者に

通知するものとする。[自主施工工事様式－３]

なお、承認を受けた受注者は、ISO9001認証が取り消され、又はその維持が困難

と見込まれるときは、速やかに監督員に申し出るものとする。

４ 共同企業体の場合の取扱い

申請者が共同企業体の場合の取扱いは以下による。

（１）認証取得者（ISO9001認証を取得している受注者）

受注者が共同企業体である場合における認証取得者とは、すべての構成員が認証取得者である

共同企業体をいう。

（２）申請、承認等

共同企業体が行う自主施工工事の取扱いの申請、認証の取消の申出及び品質計画書の提出は、

その代表者が行うものとする。

５ 品質計画書及び施工計画書の作成・提出

自主施工工事の取扱いの承認の通知を受けた受注者は、工事に係る品質計画書及

び施工計画書を作成し、工事の着手前に監督員に提出する。

（１）品質計画書及び施工計画書の取扱い

品質計画書及び土木工事共通仕様書に定める施工計画書は、統合して作成することができる。また、

両者をそれぞれ作成する場合において、その記載事項に重複が生じるときは、その一方の記載におい

て他方の記載を参照すべき旨を記載して作成してもよい。
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（２）品質計画書に記載すべき事項

自主施工工事において品質計画書に記載すべき事項は、表―１で示している次の４項目である。

１） 検査計画及び確認・立会計画

２） 各監視・測定（検査）の担当者及び承認者、資格

３） 当該工事現場に対する内部監査計画

４） 不適合管理計画

１）検査計画及び確認・立会計画

受注者は、特記仕様書、共通仕様書に記載された項目、もしくは契約後に「工事打合簿」で「指

示」された項目を基に、「確認」、「立会」を受ける種別、細別、確認の予定時期等を、当該工事の品

質計画書又は施工計画書に記述。[自主施工工事様式－６] [自主施工工事様式－７]

なお、段階確認事項等の確認区分については、品質計画書提出前に受注者と協議し、品質計画書

に段階確認等の実施予定を記載するものとする。ただし、監督業務の全てを代替させることは出来

ないものとする。

２）各監視・測定（検査）の担当者及び承認者、資格

当該工事における監視・測定（検査）を実施する担当者名と、監視・測定の結果を臨場で確認し、

承認する承認者名を記載する。ただし、担当者と承認者は別人とする。

また、監視・測定（検査）にあたり資格が必要なものについては、その資格を記載する。

３） 当該工事現場に対する内部監査計画

当該工事現場に対する内部監査の監査員の氏名、資格及び内部監査の実施時期を記載する。

※内部監査チームリーダーは内部監査のみを行い、臨場での立会を要しない。したがって、チー

ムリーダーは現場代理人、主任・監理技術者、検査担当者・承認者と兼ねることは出来ない。

【実施時期】

内部監査は、施工途中、工事完了前に実施する。なお、施工途中においては、6ヶ月を超えない間

隔で実施する。

４）不適合管理計画

当該工事の管理において不適合が発生した場合の管理手順を、以下の３点に着目して記載する。

① 不適合が発生した場合の管理手順、実施者、承認者を明確にする。

② 不適合の定義（重大、軽微等のレベル）を明確にする。

③ 不適合管理に伴って実施される是正処置と予防処置の実施手順、実施者、承認者を明確にする。
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表－１ 受注者の品質マネジメントシステムに基づき品質計画書に記載すべき事項

（本表を品質計画書提出時のチェックリストとして利用する）

項 目 記 載 内 容 参照する項目、添付 該当する規格

資料（例）※２ 要求項目※１

1)検査計画及 □①確認・立会をする種別、細別、確認予定 ・品質計画書又は施 製品の監視及

び確認・立 時期（※３） 工計画書の「施工 び測定

会計画 ②受注者が実施する検査に任せる種別、確 管理計画」及び「製 (8.2.4)

認項目 品の監視及び測定」

［自主施工工事様式－６、様式－７］ に該当する項目

・検査の記録様式

□③指定材料の記載の有無及び確認内容・監 ・打合せ簿

理記録・写真等受注者の検査計画

□④段階確認に替える検査の実施項目、実施

時期、検査基準、検査記録内容等検査計画

を記載する

2)各監視・測 □①受注者が実施する検査の検査担当者と検

定（検査） 査結果の検査承認者を明確にする、また検

の担当者及 査担当者と検査承認者は別人とする

び承認者、

資格

□②必要な資格を満たす

3)当該工事現 □①内部監査の時期：６ヶ月を越えない間隔 ・品質計画書又は施 内部監査

場に対する で、施工途中に実施する計画とする 工計画書の｢内部監 (8.2.2)

内部監査計 査の計画｣

画 □②内部監査員の資格 ・監査リーダーの経

監査リーダーは要件を満たしていること 歴書及び資格証明

・現場経験１０年以上 書(研修修了書の写

・所要資格の取得 ・所要監査員研修の修了 し)

・内部監査員としての経験を有すること

4)不適合管理 □①不適合が発生した場合の処置手順、実施 ・品質計画書又は施 不適合製品の

計画 者、承認者を明確にする 工計画書の｢不適合 管理 (8.3)

製品の管理｣、「是 是正処置

□②不適合の定義(重大、軽微等のレベル)を 正・予防処置」 (8.5.2)

明確にする 予防処置

(8.5.3)

□③是正措置、予防措置の手順、実施者、承

認者を明確にする

注（※１）：関連するＩＳＯ９００１の要求事項

（※２）：品質計画書又は施工計画書を把握する時に、参照する項目、添付資料の例

（※３）：この把握内容は、従来から監督員が実施していることであるが、受注者が実施する検査に

任せる種別、項目の指示及び新たに把握する各監視及び測定等の｢担当者｣｢承認者｣を把

握する一連の作業の中で実施されることから記載した。
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６ 監督業務の変更内容

自主施工工事においては、次の（１）、（２）の項目について７に示す受注者の「検

査記録の確認」手順により通常の監督業務を代替えする。

（１）｢検査指定材料の確認｣

設計図書において、監督員の試験、検査（確認）を受けて使用すべきものと指定された工事材料に

ついて、品質・規格等の試験、立会い、または検査（確認）を、受注者が作成した検査記録を確認す

ることをもって代えるものとする。[自主施工工事様式－８]

（２）｢段階確認｣

表－２の中欄に記載した監督項目に関する｢段階確認｣については、原則としてそれぞれ表―２の右

欄に記載した取り扱いとする。この場合において、確認したときは、監督員は、受注者に段階確認書

を通知する。[自主施工工事様式－９]

（３）通常の立会及び段階確認

受注者は（１）、（２）の場合において、一部の工事の種別についてこの取扱いを希望しないときは、

監督員の承諾を得て、又は、監督員が必要と認めたときは通常の立会及び通常の段階確認を選択出来

るものとする。

（４）工事施工状況の把握

工事の適切な施工の確保及び受注者による検査記録の適切な作成のため、「石川県土木工事監督要綱」

に定める「工事施工状況の把握」については、引き続き適宜行うものとする。

表―２ 監督項目別の段階確認方法

監 督 項 目 段 階 確 認

① 掘削長さ、支持地盤等設計変更に 通常の段階確認を実施すること。

関する項目

② 事前に試験矢板又は試験杭の施工 通常の段階確認を実施すること。ただし、試験矢板又は

を伴う項目 試験杭の施工以降の矢板及び杭の施工については、適当

な時期に受注者の検査記録の一部を抽出して確認するこ

と。

③ 段階確認一覧の「確認の程度」の欄 適当な時期に受注者の検査記録を確認すること。

において「１回／１工事」、「１回／

１構造物」等と定められている項目

④ 鉄筋組立てに関する項目 段階確認一覧に定める「確認の程度」の半分の頻度で通

常の段階確認を実施すること。

⑤ その他の項目 適当な時期に受注者の検査記録の一部を抽出して確認す

ること。

なお、表－３に「石川県土木工事監督要綱」による段階確認一覧を記載する。
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表－３ 段 階 確 認 一 覧
一般：一般監督
重点：重点監督

確 認 の 頻 度
種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目

通 常 工 事 自主施工工事

指定仮設工 設置完了時 使用材料、高さ、 1回/1工事 －
幅、長さ、深さ等

河川土工 1回/土（岩）質 1回/土（岩）質
（掘削工） の変化毎 の変化毎

海岸土工
（掘削工）

砂防土工
（掘削工）

道路土工
（掘削工）

道路土工 ﾌﾟﾙﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施時 ﾌﾟﾙﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状 1回/１工事 －
（路床盛土工） 況
舗装工
（下層路盤）

表層安定処理工 表層混合処理 処理完了時 使用材料、基準高、 一般:1回/1工事 －
路床安定処理 幅、延長、施工厚 重点:1回/100m 重点:1回/100m

置換 掘削完了時 使用材料、幅、 一般:1回/1工事 －
延長、置換厚 重点:1回/100m 重点:1回/100m

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ 処理完了時 使用材料、幅、 一般:1回/1工事 －
延長、施工厚 重点:1回/100m 重点:1回/100m

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ 施工時 使用材料、 一般:1回/200本 －
袋詰式ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ 打ち込み深さ 重点:1回/100本 重点:1回/100本
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ

施工完了時 施工位置、杭径 一般:1回/200本 －
重点:1回/100本 重点:1回/100本

締固め改良工 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲ 施工時 使用材料、 一般:1回/200本 －
ﾙ 打ち込み長さ 重点:1回/100本 重点:1回/100本

施工完了時 基準高、 一般:1回/200本 －
施工位置、杭径 重点:1回/100本 重点:1回/100本

固結工 粉体噴射撹拌 施工時 使用材料、深度 一般:1回/200本 －
高圧噴射撹拌 重点:1回/100本 重点:1回/100本
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ撹拌
生石灰ﾊﾟｲﾙ 施工完了時 基準高、 一般:1回/200本 －

位置・間隔、杭径 重点:1回/100本 重点:1回/100本

薬液注入 施工時 使用材料、深度、 一般:1回/20本 －
注入量 重点:1回/10本 重点:1回/10本

矢板工 鋼矢板 打込時 使用材料、長さ、 試験矢板＋ 試験矢板
（仮設を除く） 溶接部の適否 一般:1回/75枚 －

重点:1回/50枚 重点:1回/100枚
打込完了時 基準高、変位

鋼管矢板 打込時 使用材料、長さ、 試験矢板＋ 試験矢板
溶接部の適否 一般:1回/75本 －

重点:1回/50本 重点:1回/50本
打込完了時 基準高、変位

既成杭工 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 打込時 使用材料、長さ、 試験杭＋ 試験杭
鋼管杭 溶接部の適否、 一般:1回/10本 －
Ｈ鋼杭 杭の支持力 重点:1回/ 5本 重点:1回/5本

【凡例】「 － 」：受注者の検査記録を適切な時期に、サンプリングにより確認する。

ただし、設計変更に関する確認が必要となった場合は、通常の「段階確認」を行

うものとする。
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（表－３続き）

確 認 の 頻 度
種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目

通 常 工 事 自主施工工事

既成杭工 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 打込完了時(打込杭） 基準高、偏心量 試験杭＋ 試験杭
鋼管杭 一般:1回/10本 －
Ｈ鋼杭 掘削完了時(中堀杭) 掘削長さ、杭の先 重点:1回/ 5本 重点:1回/5本

端土質

施工完了時(中堀杭) 基準高、偏心量

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般:1回/10本 －
重点:1回/ 5本 重点:1回/5本

場所打杭工 ﾘﾊﾞｰｽ杭 掘削完了時 掘削長さ、 試験杭＋ 試験杭
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ杭 支持地盤 一般:1回/10本 －
ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ杭 重点:1回/ 5本 重点:1回/5本
大口径杭

鉄筋組立て完了時 使用材料 一般:30%程度 一般:15%程度
設計図書との対比 /1構造物 /1構造物

重点:60%程度 重点:60%程度
/1構造物 /1構造物

施工完了時 基準高、偏心量、 試験杭＋ 試験杭
杭径 一般:1回/10本 －

重点:1回/ 5本 重点:1回/5本

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 試験杭＋ 試験杭
一般:1回/10本 －
重点:1回/ 5本 重点:1回/5本

深礎工 土(岩)質の変化し 土(岩)質、 1回/土(岩)質の 1回/土(岩)質の
たとき 変化位置 変化毎 変化毎

掘削完了時 長さ、支持地盤 一般:1回/3本 一般:1回/3本
重点:全数 重点:全数

鉄筋組立て完了時 使用材料、 1回/1本 1回/1本
設計図書との対比

施工完了時 基準高、偏心量、 一般:1回/3本 －
径 重点:全数 重点:全数

ｸﾞﾗｳﾄ注入時 使用材料、使用量 一般:1回/3本 －
重点:全数 重点:全数

ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ 鉄沓据え付け完了 使用材料、施工位 1回/1構造物 －
基礎工 時 置
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ
基礎工 本体設置前 支持層 1回/1構造物

（ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ）

掘削完了時
(ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ)

土(岩)質の変化し 土(岩)質、 1回/土(岩)質の 1回/土(岩)質の
たとき 変化位置 変化毎 変化毎

鉄筋組立て完了時 使用材料、 1回/1ﾛｯﾄ 1回/1ﾛｯﾄ
設計図書との対比

鋼管井筒基礎工 打込時 使用材料、長さ、 試験杭＋ 試験杭
溶接部の適否、支 一般:1回/10本 －
持力 重点:1回/ 5本 重点:1回/ 5本

打込完了時 基準高、偏心量

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般:1回/10本 －
重点:1回/ 5本 重点:1回/ 5本
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（表－３続き）

確 認 の 頻 度
種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目

通 常 工 事 自主施工工事

置換工 掘削完了時 使用材料、幅、 1回/1構造物 1回/1構造物
(重要構造物) 延長、置換厚、

支持地盤

築堤・護岸工 法線設置完了時 法線設置状況 1回/1法線 1回/1法線

砂防ﾀﾞﾑ 法線設置完了時 法線設置状況 1回/1法線 1回/1法線

護岸工 法覆工(覆土施工 覆土前 設計図書との対比 1回/1工事 －
がある場合) (不可視部分の出来形)

基礎工、根固工 設置完了時 設計図書との対比 1回/1工事 －
(不可視部分の出来形)

重要構造物 土(岩)質の変化し 土(岩)質、変化位 1回/土(岩)質の 1回/土(岩)質の
た時 置 変化毎 変化毎

函渠工
(樋門・樋管を含む)

躯体工（橋台） 床堀掘削完了時 支持地盤(直接基礎) 1回/1構造物 1回/1構造物
RC躯体工（橋脚）
橋脚ﾌ-ﾁﾝｸﾞ工 鉄筋組立て完了時 使用材料、 一般:30％程度 一般:30％程度
RC擁壁 設計図書との対比 /1構造物 /1構造物
砂防ﾀﾞﾑ 重点:60％程度 重点:60％程度
堰本体工 /1構造物 /1構造物
排水機場本体工
水門 埋戻し前 設計図書との対比 1回/1構造物 －

(不可視部分の出来形)

躯体工 沓座の位置決定時 沓座の位置 1回/1構造物 －
RC躯体工

床版工 鉄筋組み立て完了 使用材料 一般:30％程度 一般:30％程度
時 設計図書の対比 /1構造物 /1構造物

重点:60％程度 重点:60％程度
/1構造物 /1構造物

鋼 橋 仮組立て完了時 ｷｬﾝﾊﾞｰ、寸法等 一般:－ 一般:－
（仮組立てが省略となる場合を除く） 重点:1回 重点:1回

/1構造物 /1構造物

ポｽﾄﾃﾝｼｮﾝT(I)桁 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ導入完了時 設計図書との対比 一般:5%程度 －
製作工 横締作業完了時 /総ｹ-ﾌﾞﾙ数

プﾚｷｬｽﾄブﾛｯｸ桁 重点:10%程度 重点:10%程度
組立工 /総ｹ-ﾌﾞﾙ数 /総ｹ-ﾌﾞﾙ数

プﾚビ-ﾑ桁製作工
PCﾎﾛｰｽﾗブ製作工 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ導入完了時 設計図書との対比 一般:10%程度 －
PC版桁製作工 縦締作業完了時 /総ｹ-ﾌﾞﾙ数
PC箱桁製作工 重点:20%程度 重点:20%程度
PC片持箱桁 /総ｹ-ﾌﾞﾙ数 /総ｹ-ﾌﾞﾙ数
製作工
PC押出し PC鋼線・鉄筋組立 使用材料 一般:30%程度 一般:15%程度
箱桁製作工 て完了時 設計図書との対比 /1構造物 /1構造物

（工場製作を除く） 重点:60%程度 重点:60%程度
/1構造物 /1構造物

ﾄﾝﾈﾙ掘削工 土(岩)質の変化し 土(岩)質、 1回/土(岩)質の 1回/土(岩)質の
たとき 変化位置 変化毎 変化毎

ﾄﾝﾈﾙ支保工 支保工完了時 吹き付けｺﾝｸﾘｰﾄ厚、 1回/支保工変更 －
(支保工変更毎) ﾛｯｸボﾙﾄ打込み本数 毎

及び長さ
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（表－３続き）

確 認 の 頻 度
種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目

通 常 工 事 自主施工工事

ﾄﾝﾈﾙ覆工 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前掘削 巻立空間 一般:1回/構造の 一般:1回/構造の
完了時 変化毎 変化毎

重点: 重点:
3打設毎又は1回 3打設毎又は1回
/構造の変化毎の /構造の変化毎の
頻度の多い方 頻度の多い方
※ ※
重点監督:地山等 重点監督:地山等
級がD,Eのもの 級がD,Eのもの
一般監督:重点監 一般監督:重点監
督以外 督以外

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後 出来形寸法 1回/200m以上 1回/200m以上
臨場により確認 臨場により確認

ﾄﾝﾈﾙｲﾝﾊﾞｰﾄ工 鉄筋組立て完了時 設計図書との対比 1回/構造の変化 1回/構造の変化
毎 毎

ﾀﾞﾑ工 工事ごと別途定める 工事ごと別途定める

浚渫 施工完了時 浚渫断面の深さ、 1回/1工事 －
幅、長さ

床堀 施工完了時 床堀断面の深さ、 1回/1工事 －
幅、長さ

地盤改良 置換え 掘削完了時 使用材料、幅、 1回/1工事 －
延長、置換高、
支持地盤

敷砂・砕石ﾏｯﾄ 施工時 使用材料 1回/1工事 －
載荷

施工完了時 延長、天端高、 1回/1工事 －
天端幅、法面勾配

ﾛｯﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ 打ち込み時 充填材料、打込み 1回/1工事 －
（振動棒工法） 間隔、配置、締め

固めｽﾄﾛｰｸ、起振力

施工完了時 天端高、先端深度、 1回/1工事 －
施工位置、杭径

深層混合処理 試験打ち時 位置、深度、 試験打ち時 試験打ち時
施工方法

打込み時 硬化材添加量、 1回/1工事 －
打込み深度

ﾏｯﾄ 設置完了時 使用材料、 1回/1工事 －
設計図書との対比

捨石及び均し 基礎 施工時 使用材料 1回/1工事 －
被覆及び根固め
裏込め 施工完了時 均し面の高さ、 1回/1工事 －

天端幅、延長等

控工 施工時 材料及び形状寸法 1回/1工事 －

鉄筋組立完了時 使用材料、 1回/1工事 1回/1工事
設計図書との対比

施工完了時 取付高さ、角度、 1回/1工事 －
間隔、天端高さ
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（表－３続き）

確 認 の 頻 度
種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目

通 常 工 事 自主施工工事

ｹｰｿﾝ ｹｰｿﾝ製作 鉄筋組立完了時 使用材料、設計図 1回/1層 1回/1層
書との対比

ｹｰｿﾝ据付 据付完了時 法線に対する出入 1回/1構造物 1回/1構造物
り、据付目地間隔、
天端高、延長

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ 製作時 幅、高さ、長さ、 1回/50組 －
壁厚、対角線

据付時 法線に対する出入 1回/1工事 －
り、据付目地間隔、
天端高、延長

異形ﾌﾞﾛｯｸ 製作時 形状寸法、 1回/50個 －
ﾌﾞﾛｯｸ外観

中詰 中詰 施工完了時 天端高等 1回/1構造物 －

蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工完了時 天端高等 1回/1構造物 －

係船柱 基礎施工時 ｱﾝｶｰ設置状況等 1回/1規格品 －
防舷材
車止め 設置完了時 設置位置等 1回/1規格品 －

防食 塗装完了時 塗装状況 1回/1工事 －

素地処理後 素地調整 1回/1工事 －

施工中及び施工後 電防陽極及び被覆 1回/1工事 －
防食

溶接 施工前 溶接面処理 1回/10箇所 －

施工後 ｱｰｸ溶接、水中溶接 1回/1箇所 －

ｶﾞｽ切断 施工後 形状寸法、外観 1回/10箇所 －

汚濁防止膜工 施工後 設置場所 1回/10箇所 －

木製構造物 土(岩)質の変化し 土及び岩の契約分 1回/土(岩)質の 1回/土(岩)質の
(床堀等を行う たとき 類毎に地質境界線 変化毎 変化毎
もの) を確認

埋戻し前 不可視部分につい 1回/土(岩)質の －
て、埋戻し前に設 変化毎
計図書と対比し確
認

簡易木製構造物 施工時 施工位置について、 1回/設置前 －
(柵工、筋工等) 地形・地質等を考

慮して位置を確認

植栽工 地拵 完了時 刈り払い、伐倒高 完了時1回 －
さ及び刈り払い、
伐倒後の処理等の
施工状況及び施工
面積の有無

追肥 完了時 肥料の種類、散布、 完了時1回 －
覆土等の施工状況
及び施工面積の有
無を確認
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（表－３続き）

確 認 の 頻 度
種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目

通 常 工 事 自主施工工事

保育 下刈り 完了時 刈り払い、高さ等 完了時1回 －
の施工状況及び施
工面積の有無

つる切り 完了時 切断高さ、除去等 完了時1回 －
の施工状況及び施
工面積の有無

雪起し 完了時 植栽木が垂直にな 完了時1回 －
るよう引き起こさ
れているか確認

根踏み 完了時 植栽木が垂直にな 完了時1回 －
るよう根元が固め
られているか

地拵 完了時 刈り払い、伐倒高 完了時1回 －
さ及び刈り払い、
伐倒後の処理等の
施工状況及び施工
面積の有無

追肥 完了時 肥料の種類、散布、 完了時1回 －
覆土等の施工状況
及び施工面積の有
無を確認

※ただし、造林業者有資格者名簿（石川県農林水産部森林管理課）に基づく工事は、自主施工工事の

試行対象とはしない。
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（表－３続き）

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 頻 度

通 常 工 事 自主施工工事

農用地造成工 土壌改良材散布 施工時 土壌改良資材の混合状態の適否 1haに2回以上 -

ほ場整備工 一般事項 施工前 計画基準線の設定 -

整地工（基盤整地） 完了時 均平度 1haに1耕区以上 -

整地工（耕土仕上） 完了時 表土量 1haに1耕区以上 -

暗渠排水工 施工時 吸水渠掘削幅・深 1圃区に1本以上 -

ため池工 床掘 完了時 底刃金、底樋、斜樋、余水吐の 出来形区間完了 出来形区間完了

基礎検査 毎に1回以上 毎に1回以上

底樋、斜樋、余水吐 埋戻し前 出来形 出来形区間完了 -

毎に1回以上

水門類 工場製作完了時 出来形 1回以上/構造物 -

表土はぎ 完了時 雑物等の除去 1回以上 -

止水板 完了時 出来形 1回以上 -

型枠工 組立完了時 出来形 1回以上 -

鉄筋工 組立完了時 出来形 1回以上 -

鉄鋼構造物 鉄鋼構造物の据付 随時 １．据付の仮設及び基礎埋込み 随時 -

金物の芯出し

２．その他据付上重要な事項

３．寸法精度等 仮締め終了時

一般： 重点監督以外の工事（一般監督）

重点： 下記の工事（重点監督）

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事

ロ 施工条件が厳しい工事 → 本県では自主施工工事の対象外

ハ 第三者に対する影響のある工事

ニ その他
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７ 検査記録の確認手順

（１）確認方法

監督員は、必要な段階において、受注者の検査記録を提示させ、施工計画書に記載された計画通り

に、施工管理されているかを確認する。

確認する検査記録は、「段階確認等」のうち受注者が実施する検査に置き換えたものについて、設計

図書に定められ、受注者によって実施される検査の記録である。

なお、検査記録の確認は、受注者が作成・管理している全ての検査記録を対象とせず、監督員の判

断によりサンプリングにより実施する。

（２）実施時期

対象工種の重要性を考慮し、監督員の判断により、適時実施する。

＜実施頻度の例＞

監視・測定の対象（「種別」）の施工期間が３ヶ月を越える場合には、３ヶ月を越えない時期に実施

する。

（３）検査時の提出書類の様式

必要項目が網羅されている場合に限り、発注者が承諾の上、指定様式等によらず受注者の検査記録

の様式により提出してよいものとする。

（４）確認する内容

監督員が受注者の検査記録を確認する内容は、以下のとおりである（表－４）。

確認内容は、監視・測定（検査）の実施内容の確認及び写真等による監視・測定状況の確認とする。

表－４ 受注者の検査記録による確認内容

項 目 確 認 内 容 参照する記録（※２） 該当する規格要求

項目（※１）

受注者が ①写真による検査実施状況の確認 ・品質計画書又は施 製品の監視及び測

実施する 工計画書 定

検査内容 ②結果の妥当性確認：検査結果は、設計図書 ・検査実施状況写真 (8.2.4)

の確認 の基準値を満足しているか。 ・検査の記録

・出来形管理記録等

注：(※１)：関連するＩＳＯ９００１の要求事項

(※２)：監督員が確認するために参照する、受注者が作成する記録の例

（５）段階確認書の通知

監督員は、上記の確認手順で検査記録により内容を確認したときは、段階確認書に押印し、受注者

に通知する。
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８ 受注者の品質マネジメントシステムの運用状況の把握

監督員は、工事施工中において、受注者の品質記録から以下の事項を抽出して把

握することにより、品質マネジメントシステムの運用状況を把握する。また、不適

合に関する記録があれば、不適合管理記録及び是正処置記録の内容を把握する。

（１）受注者の品質記録の把握

受注者の品質記録に基づき、受注者による検査記録が品質計画どおり確実に実施されていること及び

不適合があった場合に、必要な指示がなされ、適切な是正処置が実施されていることを把握する。

受注者による検査記録とは段階確認に関する検査、出来形及び品質の管理のための検査並びに写真管

理の状況の検査をいう。

（２）内部監査の実施の把握

内部監査（６ヶ月に１回程度（工期が６ヶ月以内の場合にあっては、工期内において１回以上）実施

されるものに限る。）が適正に実施されているかどうかを把握する。

（３）品質マネジメントステムの運用状況の把握の手順

１）把握方法

監督員は、必要な段階において受注者に品質マネジメントシステムの運用状況の信頼性を担保

するに足る、受注者が実施する検査に関連する記録を提示させ、品質計画書又は施工計画書に記

載された計画通りに、受注者が実施しているかを把握する。

① 受注者による検査記録

７．（１）に示す確認方法に準じた方法で、受注者が施工途中で実施している各種検査の記録を

サンプリングにより把握する。

② 「内部監査の結果」

「内部監査の結果」の把握は、受注者が実施した内部監査の結果を提示させ、内部監査が、品

質計画書又は施工計画書に記載された計画どおりに実施されているかを把握する。

③ 「不適合管理及び是正処置」

検査や、内部監査において不適合が指摘されている場合は、是正処置記録を提示させ、是正処

置が適切であるかを把握する。

２）実施時期

監視・測定の対象（「種別」）の施工期間が3ヶ月を越える場合には、3ヶ月を超えない時期に実

施する。

また、「内部監査結果」の把握は、受注者が内部監査を実施し、内部監査記録を提示した時に行

う。また、内部監査記録において不適合の指摘があった場合は、是正処置記録の把握を、受注者

が是正処置記録を提示した時に実施する。
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３）把握する内容

① 受注者による検査記録

７．（４）に示す確認する内容に準じた内容について、サンプリングにより把握する。

② 内部監査結果の記録

内部監査が、品質計画書又は施工計画書に記載された計画どおりに実施されているかを把握す

る。

③ 不適合管理及び是正処置の記録

受注者が実施する検査に関連する品質活動において、不適合が発生した場合、不適合を含む対

象物（以下「不適合製品」とする）が次工程に移行されないよう適切に識別管理され、その不適

合の原因が究明された上に、適切な是正処置が実施されているか、把握する。

４）不適合がある場合

受注者の品質マネジメントシステムの運用状況に不適合がある場合、監督員は受注者に指摘を行

うとともに、是正を求める。後日、是正処置記録を提出させ、適切な処置がされていることを把握

する。

５）受注者の品質マネジメントシステムの運用状況の把握内容

受注者の品質マネジメントシステムの運用状況の把握内容を、表―５に示す。

＜参考＞確認と把握について（石川県土木工事監督要綱より）

確認とは、契約図書に示された事項について、監督員等が臨場もしくは受注者が提出して資料に

より、監督員がその内容について契約図書との適合を確かめ、受注者に対して認めることをいう。

把握とは、監督員等が臨場もしくは受注者が提出又は提示した資料により施工状況、使用材料、

提出資料の内容等について、監督員が契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、受注者に

対して認めるものではない。
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表－５ 受注者の品質マネジメントシステムの運用状況の把握内容

（本表を把握時のチェックリストとして利用する）

項 目 記 載 内 容 参照する項目、添 該当する規格

付資料（例）※２ 要求項目※１

受注者が □①品質計画書又は施工計画書で計画した通りに施 ・品質計画書又は 製品の監視及

実施する 工管理され、監督業務を置き換えた検査（製品の 施工計画書 び測定

検査の実 監視及び測定）が漏れなく実施されているか。 ・検査実施状況写 (8.2.4)

施状況の ・実施時期、頻度：計画した時期に実施されたか 真

把握 ・実施担当者、承認者：計画した通りの認定資格者 ・検査の記録

が実施したか ・出来型管理記録

・検査責任者と合否判定が明示されているか 等

□②検査内容は適切か（検査記録、写真による把握）

・定めた方法で検査しているか

・検査結果は基準値を満足しているか

□③不適合は発生しているか

□④校正され、精度管理された機器が使われたか

・校正証の有無と有効期限（当該工事の工期内で有

効か）

・使用前点検記録の有無

・点検の実施時期と点検者名

内部監査 □①内部監査が計画通りに実施されているか ・品質計画書又は 内部監査

の実施状 ・内部監査の実施時期は６ヶ月を越えない間隔で、 施工計画書 (8.2.2)

況把握 施工途中に実施しているか ・内部監査報告書

・監査リーダーは所要の資格要件を満たしているか

□②内部監査における不適合に対し、適切に是正処 ・内部監査報告書

置を行っているか。 ・不適合処置記録

・不適合の原因究明は適切か ・是正処置記録

・是正処置内容は再発防止に資する内容になってい

るか

不適合製 □①受注者が実施する検査に関連する品質活動にお ・品質計画書又は 不適合製品の

品の管理 いて、不適合製品が発生した場合、品質計画書又 施工計画書 管理 (8.3)

及び是正 は施工計画書で計画した不適合製品管理手順に基 ・製品の監視・測 是正処置

・予防処 づいて、発生した不適合製品の処置がなされてい 定の記録 (8.5.2)

置の運用 るか ・不適合処置記録 予防処置

状況把握 ・是正処置記録 (8.5.3)

□②不適合の原因究明内容が正確であるか ・予防処置記録

□③不適合処置、是正・予防処置の内容は、今後不

適合製品の発生を防止する適切なものか

注（※１）：関連するＩＳＯ９００１の要求事項

（※２）：監督員が把握するために参照する、受注者が作成する記録の例
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９ 立会、確認及び把握の程度

６及び８に基づき行う立会、確認及び把握の程度の合計は、この取扱いを受けな

かったとすれば要していた立会、確認及び把握の程度の合計以下となるよう適切な

時期に実施する。

10 本要領の取扱いの中止

次に掲げる場合においては、この取扱いを中止し通常の監督業務を実施する。

（１）７に定める受注者の検査記録の確認及び８の品質マネジメントシステムの運用状況の把握を

行った結果、不適合が多いと認められたとき。

（２）３による申し出があったとき。



（別添資料）

自 主 施 工 工 事 の フ ロ ー

工事着手前 工事着手後

１（県） ６（受注者）

工事発注（設計書作成時） ・品質計画書・施工計画書に基づき

・特記仕様書に「自主施工対象工事」 材料検査願〔様式－８〕

と明示                                        段階確認書〔様式－９〕

を作成、提出

受注者：

２（受注者） 品質マネジメ

工事受注時 ７（県） ントシステム

・受注者が希望する場合〔様式－２〕 ・〔様式－６〕〔様式－７〕に基づき による工事の

を提出 自主検査を行う項目は受注者に自 品質確保

主検査を指示。

（または通常検査を実施）

３（県） 監督員：

申請内容の確認 受注者の品質

・１４日以内に承認通知書〔様式－３〕 ８（受注者） マネジメント

により通知 ・受注者による自主検査の実施 システムの運

用状況を把握

４（県、受注者）

品質・施工計画 ９（県）

・立会計画（材料検査、段階確認）等 ・適切な時期に検査記録の確認

事前協議の実施 ・不適合が多い場合等は是正を求める。

・是正処置を提出させ、適切な処置を確認

５（受注者）

品質・施工計画 10（受注者）

・品質計画書〔様式－６〕〔様式－７〕

・施工計画書 の提出 工 事 完 成 〔様式－10〕の提出

６ へ


